
物６

様式３

■ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

□ □ 物件の貸付け 30万円以下

■ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

館山市公用自動車借上げ

契約金額

契約締結日 令和3年10月1日

～ 令和4年9月30日

契約の相手
東京都港区西新橋一丁目３番１号

日立キャピタルオートリース株式会社

担　当　課

高齢者福祉課

館山市公用自動車借上げ

金352,800円（福祉車両につき非課税）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年10月1日

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

現在車両をリースしているが、現状走行距離等から今後とも使用可能であり、引き続き同一車両を再リース
する方が新規車両を１年間リースするよりも低価で借り上げられるため。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき



物２５

様式３

□ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

□ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

■ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

粗大ごみ処理施設における消耗部品（アンビル）の購入

契約金額

契約締結日 令和3年10月11日

～ 令和4年2月28日

契約の相手
東京都千代田区神田須田町１－２５

メタウォーター㈱首都圏南部営業部

担　当　課

環境センター

粗大ごみ処理施設消耗部品購入

金1,375,000円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年10月11日

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

　当該部品は、粗大ごみ処理施設の破砕機及び金属プレス機に取り付けられ、粗大ごみの破砕や鉄・アルミ
のプレス材を切断するものである。そうした過酷な条件で、ほぼ毎日使用されており、施設との相性・使用
条件の特性を最大限に引き出すように試作・テストを繰り返した上で、負荷運転を経て現在に至り製造され
ている。
　本件部品については、材質・製造方法の詳細が公開されておらず、当該業者以外から供給を受けることが
できないため、当該業者と随意契約をする。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき



物２６

様式３

■ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

■ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

学校給食として生徒児童・職員にクリスマスケーキを提供する。

契約金額

契約締結日 令和3年10月29日

～ 令和3年12月21日

契約の相手
千葉市美浜区新港61

公益財団法人　千葉県学校給食会

担　当　課

学校給食センター

学校給食用クリスマスケーキ購入（単価契約）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年10月29日

金486,939円（消費税及び地方消費税を含む） （＠143.64円×3390個）

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

当該相手先は、学校給食用物資の安定供給・安全確保・学校給食の普及充実及び衛生管理を目的として設立
された公益財団法人であり、今回提供する小麦粉や牛乳を使用しないアレルギーに対応したケーキ約3400個
を指定した期日・時間までに納品できることから、随意契約を締結する。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき



物２７

様式３

■ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

■ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

　総務事務センターにより、庁舎・教育施設等の営繕業務を集約化し、効率的に維持補修を行っているが、
現在の使用車両は、受託者のリースにより運営されている。
　しかしながら、リース料の高止まりや、新規事業者の参入等を鑑み、市で車両を準備することで公平な競
争とより効率的な運営が図られるものと考え、令和4年4月開始の次期委託更新へ向け、早急に車両を確保す
べきと判断した。現状、新車の購入は市場的にも確保が難しく、安価な中古車を購入し、納期までの期間を
短くすることで、4月の委託更新へ備えることが可能となる。
　また、必要車両は軽トラックよりも積載量が大きく2ｔ車より小さいことから、学校等限られたスペース
での作業に適した車両である。
　当該車両は、店頭で販売されている特定物であるため、競争に適さないものである。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき

管財契約課

公用自動車購入（中古トラック1台）

金500,000円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年11月8日

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

　中古のトラック1台を購入する。

契約金額

契約締結日 令和3年11月8日

～ 令和3年12月17日

契約の相手
千葉市稲毛区長沼町333番地3

株式会社 千葉マツダ

担　当　課



物２８

様式３

■ １号 少額随契 【３者以上見積比較 】

□ □ 財産の売払い 30万円以下

■ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

　新型コロナウイルスワクチン接種に係る接種券及び案内チラシの作成、予
診票等の関係書類の複写など事務処理にあたり必要となる機器の購入

契約金額

契約締結日 令和3年11月12日

～ 令和3年12月3日

契約の相手
千葉県館山市正木1203-8

有限会社鈴木商店

担　当　課

健康課

カラー複合機購入

金781,000円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年11月12日

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

新型コロナウィルスのワクチン接種に関し、３回目の接種の方針が示されたことを受け、１２月中に接種が
できる体制を確保する必要が生じた。３回目の接種可能日については、２回目の接種日から概ね８カ月経過
後とされていることから、接種券やチラシの発行・発送が随時の対応となるため、事務に対応可能な複合機
の購入が直ちに必要となった。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき

見積比較の実施：



物２９

様式３

■ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

■ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

　中古の軽車両1台を購入する。

契約金額

契約締結日 令和3年12月8日

～ 令和4年1月31日

契約の相手
千葉市稲毛区長沼町333番地3

株式会社 千葉マツダ

担　当　課

高齢者福祉課

公用自動車購入（中古軽車両1台）

金520,000円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年12月8日

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

　業務の増加に伴い新たな車両の確保が必要であるが、現状、新車の購入は市場的にも難しいため、安価な
中古車の購入により、必要車両を速やかに備えようとするものである。
　必要車両は、狭い路地などにも進入できる軽車両で、当該車両はそれに合致しており、店頭で販売されて
いる特定物であるため、競争に適さない。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき



物３４

様式３

□ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

□ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

■ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

本システムは全庁に配備されたLGWAN接続系端末，プリンタ及び周辺機器等を統合的に管理・制御すること
を目的としている。万一本システムが停止した場合，各種ソフトウェアやプリンタドライバ等の導入・変
更，貸出用USBメモリや光学ドライブ等の使用が不可能となるなど，各課の業務継続性に深刻な影響を及ぼ
すため，ただちに現行サーバ機の更新を実施しなければならない。
一方，昨今の半導体の供給不足により，サーバ機をはじめとする情報機器に大幅な納期遅延が発生してお
り，年度内の調達のためには入札を執行する時間的余裕もない。このため緊急やむを得ないものとして３者
による見積合せを執行し，うち最も安価を提示した株式会社ロイドベンチャーシステムとの随意契約を締結
する。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき

情報課

IT資産管理システム用サーバ機更新

金4,781,192円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和3年12月27日

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

IT資産管理システム「SKYSEA Client View」を稼動している現行サーバ機の
故障に伴い，新規サーバ機への更新及びシステムデータの移植を行うもので
ある。

契約金額

契約締結日 令和3年12月27日

～ 令和4年2月28日

契約の相手
千葉県習志野市津田沼3丁目16番30号　ドミール津田沼311号

株式会社ロイドベンチャーシステム

担　当　課


